
認 定 書

国 住 指 第 635号

平成 14年 6月 7日

大和建材工業株式会社

代表取締役 岡本健吉 様

国土交通大臣  林 寛

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項 (同法88条第
1項において準用する場合を含■。)の 規定に基づき、同法第2条第七号の二並びに同法施
行令第 107条の2第一号、第二号及び第二号 (外壁 (耐力壁):各 45分間)の規定に適合

するものであることを認める。

記

1 認定番号

QF045BC-9025

2 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面金属折板 ロックウール吸音板 木毛セメント板張/木 造 鉄骨造外壁

3 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り
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準耐火構造 第 1堂  壁 45分 準耐火 青板
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ウール吸
鉄骨造  606547,
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部分 耐火性能の区分 外壁 (耐力)

試験機関名 い日本建築総合試験所

構造説明図 (単位 o■)

(木造/枠 組壁工法)
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章 里 45分準耐火 音板11幡勇「塁孝『ξ警夕i`準:零鳶豊う065476  準耐火構造  第 1
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準耐火構造  第 1章 里 45分 準耐火 500‐5477

5065477  .■ 内側の被■は別嵐のとおりとする
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う06‐6478  準耐火構造  第 1章  壁 45分 準耐火
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Wb ll14-両 面金属折板 ロックウール吸
う06-5480  準耐火構造  第 1章  壁 45分 準耐火
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準耐火構造  第 1車 壁 45分準耐火
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603‐6482  準耐火構造  第 1章  壁 45分 準耐火
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506-5434  準耐火構造

材料等説明

4-1 主構成材料

ll)外 装材

① 金属折板

材料詳細

第 1章  壁 45分 準耐火 音板1業 毛T要

'F額

誓お曇栄色7晨 省署

耐
火
三
二
四
　
三
二
五
号

類

厚  さ

(Ш )

物 性

規  格
降 伏 点

(kg ttm2)

引張強さ

(kg νm2)

イ申  び

(%)

重 鉛 鉄 板 04以 上 21以上 28リスJ二 18以上 」IS C 3302

(不燃1041号)

着 色 正 鉛 鉄 板 04以 上 21以上 28以」ニ 18以上 J I S  C  3 3 1 2

(不燃1041号)

塩化 ビニル樹脂

金 属 積 層 板

0 4以 上 21以上 28以上 18以上 JIS K 0744

(不燃1051号)

弗素樹月旨塗装鋼板 04以 上 21以上 28以上 18以上

―

カラーステンレス鋼板

(SuS 304、316)

04以 上 21以上 53以上 40以Jヒ 」IS C 4305

(不燃i000号)

ガリベツウム鋼板 04以 上

(不燃 (個)1727号)

熱間圧延黒皮付

耐 候 性 鋼 板

04以 上 35以上 49以上 22以上 G
０
０

506-5484



準耐火構造  第 1章

金属折板詳細図
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国
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う066486  準耐火構造  第 1章  壁 45分 準耐火 音板
1端

男『2'「 ξ學,テ 呑::辱 窟豊

② 下地材 |ロ ックウール吸音板 (9。い 木毛セメン ト板 (20■ml積 層板 ■二重ヨ筆乞ヨュニ_続 ぃ

D 形状寸法

厚さ      30mm■ 10口m

市  長さ

         I:I:|:|♯ | _:

かさ比重     o5以 上

重量       16 5kg/ぼ 以上

含水率      18%以 下 (出荷時)

曲げ破壊荷重   120kg以 上

(JIS  A  14081こ よる)

熱伝導率     o o576kca1/mh℃

2)構 成材料

(イ)木 毛セメント板

(準不燃第2031号)

[「さ               2011m::口m

巾  f乏さ

          III::||||| _:

比重       o55以 上

曲げ破壊荷重   ∞kg以上

(JIS A 14081こよる)

(口)ロ ックウール吸音板

(不燃第1021号)

厚さ      9.m

市 長さ

      :‖ I:|:|‖| _15

比重       o5以 下

曲げ破壊荷重   91g以 上

0 )ヽ接 着剤

セメントベースト (ラテックス系) 6111g/r

製造方法

木毛セメント板 (20口m)と ロックウール吸音板 (9 mm)とを接着剤にて、貼 りあわせた後、圧

縮加圧養生したもの

(2)一 屋内
'1の

篠覆

①

屋内F」の技■は,り紙のとおりとする
506-5486
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Wb ll14-画面金属折板 ロックウール吸準耐火構造  第1章 室 45分準耐火
 真理 (益勇「々′力J雲

'「

杏導i勢属夕  
。。6-5487

4-2 副構成材料

に)T型 ジョイナー   亜鉛メッキ鋼板 (」IS G 3302)

30X12×0 3mm以上

(2)留 付金具

タッピンねじ  φ5× 50●m(JIS B l122)

(3)目 地材

セラミックファイバープランケ ット

ー

          (不燃

“

固)第 1917号)

厚さ 6。 ■、巾 30、 比重 013以 上

-4-3 構造の適用範囲

に)木 造 (軸組工法)

(2)木 造 (枠組壁工法)

(3)木 造 (木質系組立構造)

14鉄 構造 軽 量鉄骨)(終 閻 INl■|(J董 軌 短 (“[)の
鰊 材 の風 J。 23ハ .し,メ■ 7'電

,

4-4 防火被覆材料の張り方の種類

興   ll)縦張'
=  (2)横 張 り

甲  (3)鎧張り

三 0 標準仕様 (施工仕様)
五

号  5-1 木造/枠 組壁工法

0)下 地

たて枠間隔は455口m以下とする。その他については住宅金融公庫 「枠組壁工法tt宅工事共通仕様書J(平

成 5年 度版)に よる。
諄

(2)0ッ クウール吸音板 (9m)木 毛セメント板 (20口m)積 層板

―

の取付

ロックウール吸音板 (9皿 )木 毛セメント板 (20皿)積 層板 ~ を釘で柱又

はたて枠に留付ける。横目地部には、セラミックファイバープランケ ント■■=テ ■テユ■手■■ (30×

3)を 接着又はステープル4× 19で留付ける。

(3)金 属折版 (サイディンクつ の取付

金属折版の接合部は60口m以上重ねて釘を200口m間隔以下にて柱又はたて枠に取付ける。

5-2 木造/軸 組工法

(⇒ 下 地

胴線間隔は610■m以下とする。その他については住宅金融公庫 「木造住宅工事共通tte書J(平 成 5年度

'板
)|こよる。

② ロックウール吸音板 (9 mm)木 毛セメント板 (20ェロ)積 層板

506-5487

の劇寸



ロックウ 硼 音板 ● 祠 木毛セメント板 ●0祠 積層板 け
′F撃=■≒  _詢

鰤 縁

(2)ロ ックウール吸音板 (9。.)木 毛セメン卜板 (20m)積 層板 ●奎堂と,上 ヽラフ]望」D の取付

ロックウール吸音板 (9口め 木毛セメント板 00oml 積層板 (‐ オ ゞ尋ξモニ
  9を 釘で胴縁

に留付ける。横目lL部には、セラミックファイバープランケット■‐響チ■■学■ラ■■ (30×3)を 接

着又はステープル4× 19で留付ける。

(3)金 属折版 (サイディンクつ の取付

金属折版の接合部は60■h以上重ねて釘を200。m間隔以下にてたて枠又は胴縁に取付ける。

5-4 鉄骨造

ll)下  地

胴縁は910m間隔に不陸がないように、柱及び間柱に取付ける。  ___.

φ5×40。mにて胴縁に留付ける。積層板の長手方向の裏面接合部にT型 ショィナー (30X12×0 3mm以上)

を入れる。目地部は、縦積共セラミックファイバープランケット

ー

       「‐(30×3)を 接

着又はステープル4× 19で留付ける。

0 金属折版 (サイディンクつ の取付

金属折板の接合部は60皿以上重ねてタッピンねじ (φ5× 50皿)を 200m血間隔以下にて限縁に取付け

る。

5-5 その他、施工について,ま「準耐火建築物の防火設計指針Jに 準すること。

一

7 留意事項

(ll 運搬する時はパネルの落下や横倒し等による衝撃を与えないようにし、破損、水ぬれ等に留意する。

(2)工 事現場でのパネルの積重ねは、原則として屋内保管とし必ず水平な場所に、たわみのない様、かい木を

して平らに積重ねる。

(3)運 搬、吊り場げ、施工等の取扱い時には角縁、表面等の損傷及び直接水がかからぬ様、十分注意する。

に留付ける。横目地部には、セラミックファイバープランケット

ー

          (30×3)を 接

着又はステープル4× 19で雪付ける。

(3)金 属折版 (サイディンクつ の取付

金属折版の接合部は60口Ш以上重ねて釘を200●m間隔以下にて胴縁に取付ける。

5-3 木造/木 質系組立構造

(ll 下 地

胴縁は455。■間隔」_l下に不陸がないように、柱及び間柱に取付ける。

Wヽ 1114-両 面金属折板 ロックウール吸
う06-5488  準耐火構造  第 1章  壁 45分 準耐火 音板 木
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ロックウール吸音板 (9o面)木 毛セメント板 (20m)積 ,冒

贔 =ロックウール吸音板 (9■m)木 毛セメント板 (20■■)積 層

の取付

)を 留付金具

耐
火
三
二
四
　
三
二
五
号

506-5488



準耐火構逮  第 1章  璽 45分 準耐火 音板1榮 竃Ψワ9T腰 菫1最 糸進?晨 省
曇  ・

。6-6480

付帯条件 な し

汲び報告

一
一
■

rの包装に右の表示マークを貼付、押

置に製品 1に つき

耐
火
三
二
四
　
三
二
五
号

印その他の方法

(2)現 場施工完了後、見や

2以上の表示マークを貼付する。な

となるものについては、できるだけ点検可能

分に表示マークを貼付する。

(3)毎 年度、本製品の生産

用実績)工 場に

建 設 大 臣 指 定

Wb ll14

折板 (0 4血 )  。 ック

ウール吸音板(0画)木 毛セメ
ント板(20mm)重ね張木造 鉄骨
造外壁(耐力)

グイウライトウォール45)

品質管理の状況等を当該

(4月 1日～4月30日)に

臣に報告する。

506-5489



注意事項

l°
当該認定書において、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年 法律第 100号 )

による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定仕様がある場合は、平成 14年 6

月1日以降は 「建築基準法の一部を改正する法律」(平成 10年 法律第 100号 )に よる改

正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるもの

とする。



別紙

屋内猥Iの被覆は次の一から六までの仕様のいずれかとする。

一 耐火構造

二 間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合、(1)から(5)までのいずれかに該当するもの
(1)厚さが 12mm以上のせっこうボード(強化せっこうボー ドを含む。以下同じ。)の 上に厚さが 12mm以上のせつ

こうボートを張ったもの

(2)厚さが 8mm以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが 12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(3)厚さが 16mm以上の強化せっこうポー ド

(4)厚さが 12mm以上の強化せつこうボードの上に厚さが9om以上のせっこうポード又は難燃合板を張つたもの
(5)厚さが 9mm以上のせっこうポー ド又は難燃合板の上に厚さが 12mm以上の強化せっこうボードを張ったもの

三 以下の認定のいずれかとする.

準耐火(通)W2001、準耐火(通)W2002、準耐火(通)W2006～準耐火(通)W2009

準耐火W2008～準耐火W2011

四 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの

(1)間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合

(1)厚 さが 15m以 上のせっこうボード (強化せつこうボードを含む。以下同じ。)
(n)厚 さが 12mm以上のせっこうボードの上に厚さが 9mm以上のせっこうボード又は難燃材料を張ったもの
(ul)厚さが 9mm以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが 12mm以上のせっこうポー ドを張つたもの
(Ⅳ)厚さが 7mm以上のせっこうラスポー ドの上に厚さ8mm以上せっこうプラスターを塗ったもの

(2)間柱及び下地を不燃材料で造った場合

(1)鉄網モルタル塗で塗厚が 15mm以上のもの

(Ⅱ)木毛セメント板張又はせっこうボー ド張の上に厚さ 10mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ln)木毛セメント板の上にモルタル又はじっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの

(3)間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った場合
(1)鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが 20mm以上のもの
(H)木毛セメント板張又はせっこうボー ド張の上に厚さ 15mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(hi)モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が 25mm以上のもの
(市)セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が 25m以 上のもの
(v〉土蔵造

(宙)土塗真壁造で裏返塗りをしたもの

(■)厚さが 12mm以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
(価)厚さが 25mI以上の岩締保温板張の上に重鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
(k)厚 さが 26mm以上の木毛セメント板張の上に厚さが 6Ⅲ口以上の石綿スレートを張ったもの
(x)石綿スレート又は石綿パーライト板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が 15mm以上のもの

五 以下の認定のいずれかとする.

準耐火(通)W1001～準耐火(通)W1005、準耐火(通)W1009～準耐火(通)W1014

準耐火 W1001～準耐火Wi003

六 本認定の屋外側被覆


